
 

令和８年度市町村職員国内先進事例研修実施要領 

 

１ 目 的 

  本研修は、市町村職員が国内市町村等における先進事例について、現地視察及び関係職員等との情

報交換等を通じて学ぶことにより、市町村職員の資質の向上や人材の育成を図るとともに、個性豊か

な地域づくりの推進に資することを目的とする。 

２ 研修テーマ及び研修先 

(1) 持続可能な公共交通ネットワークの構築と自動運転技術導入の取組   【岐阜県岐阜市】 

(2) 空き家再生を通じたまちづくり～チームまちやの取組         【岐阜県郡上市】 

(3) 地域を越えて支え合う「お互いさま」のまちづくり～ヒダスケ！の取組 【岐阜県飛騨市】 

３ 施設見学先 

(1) 飛騨古川まつり会館、瀬戸川と白壁土蔵街ほか 【岐阜県飛騨市内】 

(2) 白川郷                   【岐阜県大野郡白川村】 

４ 日 程 

  令和８年１０月２７日（火）～１０月３０日（金） ４日間 

５ 行 程 

  別紙のとおり 

６ 研修参加対象者及び参加人数 

(1) 参加対象者 

   市町村の一般職員 

 (2) 経験年数等 

原則、３年以上の勤務経験（民間企業等の勤務年数（前歴換算）を含む。）を有する３５歳以下

の者とする。 

 (3) 参加人数 

   １７名以内とする。ただし、１０名未満の場合は中止とすることがある。 

７ 参加費用 

 (1) 当協会の負担 

    参加者が在勤地を出発し、在勤地に到着するまでの交通費（新千歳空港～中部国際空港及び小松

空港～新千歳空港間の移動に係る往復航空運賃及び研修中の移動費用を含む）、研修先の受入れに

係る費用、食事代を負担する。なお、在勤地から集合場所／解散場所間の旅費は、鉄道賃及び車賃

（バス運賃）のみ支給する。ただし、公用車、自家用車、駐車場及び航空機を利用する場合は原則、

市町村の自己負担とする。 

 (2) 参加者の負担 

    研修に伴う経費として１名につき３０，０００円を負担金（宿泊費及び食事代等）として参加者

から徴収する。なお、参加市町村の旅費に関する条例の規定に基づく、参加者の日当は市町村の負

担とする。 

８ その他 

 (1) 研修班ごとに取りまとめたレポートを当協会に提出すること。 

 (2) レポートは研修報告書として取りまとめ、当協会ホームページに掲載する。 

 


